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公布された条例等のあらまし

（規則第16号）◇島根県立総合福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

使用料は、知事が認めた場合を除き、有料施設等の使用の許可を受けるときに納付するものとすることとした。

（第４条関係）

２ 施行期日

平成28年４月１日から施行することとした。

規 則

島根県立総合福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第16号

島根県立総合福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則

島根県立総合福祉センター条例施行規則（平成７年島根県規則第39号）の一部を次のように改正する。

第４条を次のように改める。

（使用料の納付）

使用料は、知事が認めた場合を除き、条例第13条第１項の許可を受けるときに納付するものとする。第４条

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に島根県立総合福祉センター条例（平成７年島根県条例第13号）第13条第１項の許可を受けて

いる者に係る使用料については、なお従前の例による。
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